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環境保全に関する体験機会に参加してもらうことにより、環境についてともに
学び、ともに行動できる人づくりを目指す。

75

　上記事業の他にH20年7月に開催される北海道洞爺湖サミットに協賛し、さわや
かサイクリングと地球交響曲第5番の上映会を開催する。
　（一部の事業については、省エネルギー推進事業で予算措置）

75

・野鳥観察会　　　　（参加者　　13人）
・エコクッキング　　（参加者　　22人）
・ケナフ栽培事業　　（参加者　延べ16人）
・お楽しみエコ講座　（参加者　　49人）
・環境ひろば　　　　（参加者　800人）
・環境市民大学　　　（参加者　118人）
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実施内容
（※団体補助
等の場合はそ
の補助金によ
る団体の活動
内容を記載）

　市民と事業者

パートナーシップと人づくり
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種の配布のみ16ケナフ栽培事業

環境シンポジウム・セミナー
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人

【指標の定義（算式等）】

人

【指標の定義（算式等）】

　平成２０年度事務事業評価調書（継続用）

１　計　画　（プラン）

上位施策との関連 章

別紙１

（総合計画での
  位置付け） 施策）

　環境保全のための意欲の増進及び環境教育の増進に関する法律
　北広島市環境基本条例

環境保全

環境と共生する快適なまち

節

根拠法令等
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□

□

□

■

今後の方向性

　 内部評価委員会
   の総合判定

　本年度は環境問題を主要テーマとした洞爺湖サミット
も開催されることから、全道的なサミットに対する気運
醸成の一助と本市の優れた環境をアピールすることに
よって、市内外の人々に環境保全の重要性を理解して
頂くために各種事業を開催します。

　１次評価のとおり。

□休・廃止
□終了

□統合
□休・廃止
□終了

□拡大重点化

【１次評価】

□拡大重点化
■現状継続
□見直し

　 事務事業担当
　 部局の総合判定

□統合

現在一部民間等で実施している。または市民等と協働して実施している。

　達成度合の数値化が困難であることから、費用
対効果の検証はできないが、環境の保全・向上は
短期間で達成されるものではなく、長期的な視点
に立って効率的な事業を検討し、推進していく。

・受益者負担は適正か。
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っ
　ていないか。

　本事業の性質上、受益者は市民全員であり、受
益者負担はなじまない。

評点区分 　　４　適切　　　　３　概ね適切　　　　２　改善の余地がある　　　　１　不適切

４　総合判定と今後の方向性（アクション）

民間等での実施または市民等との協働の可能性はない。

　　□有　　　　■無

民間等での実施または市民等との協働が可能である。

民間等で実施または協働して取り組むべきである。

4

 法律で実施が義務付けられている事務事業か

4

・投入した予算や人員に見合った効果が得られてい
　るか。（費用対効果の度合）
・効率的な方法で実施しているか。
　（同じ経費でもっと効率的な方法はないか）

3

民間活力の活用性評価
（事業担当部局が評価）

効
率
性

・市民や社会の要求に合致しているか。
・上位施策を達成するために必要な事務事業か。
　（目的妥当性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か。
　（公共性・公益性の度合）

今後の方向性

今後の方向性（課題と解決方法等）

　１次評価のとおり
　（平成20年度には地球規模の環境問題を主要テーマとした洞爺湖サミットも開催されることか
ら、本市としても緑豊かな自然環境を保全し、ごみ対策や省エネルギーへの取組み、地球規模の
温暖化防止を進めるうえでも好機と捉え、市民や市民団体を育成し、協働を図りながら効率的な
事業を展開していく。）

■現状継続
□見直し

今後の方向性

【外部評価】

【２次評価】

外部評価
委員会の
総合判定

[※参考]

前年度の
２次評価

判　　定

現状継続

公
平
性

有
効
性

選択理由、説明等
評
点

チェック項目

整理番号 16-2

　環境啓発事業は、地球温暖化の防止や省エネル
ギーへの取組みなどを、長期的な視点に立って市
民、事業者及び行政がともに協働して推進してい
かなければならない事業である。

　達成度合の数値化は困難であるが、手段有効度
合からみると、時代の変遷によりさらに適切な実
施方法が考えられると推測されることから、環境
啓発に関する情報収集を図り、有効性のある事業
展開を進めていく。

3

妥
当
性

□休・廃止
□終了

３　評　価　（チェック）

□拡大重点化
□現状継続
□見直し
□統合

・成果指標値から見て､目標の達成度はどの程度か。
　（達成度合）
・目的を達成するための手段(実施方法)は有効か。
　（手段有効度合）


